様式２
令和８年度「ひろしまの木を活かす建築大賞」　応募用紙
（木質化建築版）
[bookmark: _Hlk226468180]
１．申請者等の情報について
	応募代表者
	担当者名・所属
	

	
	住所
	

	
	電話番号・Email
	TEL　
	Email　

	
	応募区分（応募代表者について、該当する選択肢を☑してください。）
	□設計者　　　□施主　　　□施工者　　

	連名で応募する場合は、連名応募者を記入してください。
単独で応募する場合は、記入不要です。

	連名応募者１
	担当者名・所属
	〒


	
	住所
	

	
	電話番号・Email
	TEL　
	Email　

	
	応募区分
	

	連名応募者２
	担当者名・所属
	

	
	住所
	〒


	
	電話番号・Email
	TEL　
	Email　

	
	応募区分
	□設計者　　　□施主　　　□施工者　　

	設計・施工の体制
	施主
	

	
	意匠設計者名
	名称：
住所：


審査等についての連絡は、応募代表者の方のみにいたします。当該応募用紙に記載された施主、設計者、施工者との連絡調整は、応募代表者の方に行っていただきます。


２．建築物の概要について
	応募建築物
	建築物名称・用途(注１)
	名称：　　　　　　　　　　　　　
用途：　　　　　　　

	
	建築物の所在地
	〒


	設計期間
	　　年　　月　～　　年　　月（　か月）

	施工期間
	　　年　　月　～　　年　　月（　か月）

	竣工年月
	　　年　　月

	施工の体制
	施工会社（元請け）
	名称：
住所：

	
	木材供給者
	名称：
住所：

	建　築　概　要
	主要構造
（該当するもの全てにチェック）
	□木造（□軸組工法　□枠組壁工法　□CLTパネル工法　
□その他（　　　　））
□鉄骨造　□鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　
□その他（　　　　）

	
	防火地域等の区分
	□防火地域　□準防火地域　□法22条区域　□その他の区域

	
	耐火建築物等の要件
	□耐火建築物　□イ準耐火建築物(1時間)　□イ準耐火建築物(45分) □ロ準耐火建築物1号 □その他の建築物　

	
	その他の耐火要件
	□準耐火建築物における燃えしろ設計の活用（□JAS構造用製材、□JAS構造材集成材、□CLT・LVL、□その他）□S26建設省の別棟通達の利用

	
	階数
	地上　　　　　　階　・　地下　　　　　階

	
	延床面積(a)
	　　　　　　　　ｍ2

	
	建築工事費(b)（注２）
	            千円　
うち補助事業費：事業名　　　　　　補助金額

	
	単位床面積あたりの
コスト(b/a)
	　　　　　 円／㎡





3．木材の情報について
	木材使用の概要
	木材の主な使用部位、樹種、産地等（県産材または県産木材の使用箇所が分かるように記入してください。）（注３）
	




４．評価基準に関する説明について
本建築賞は次の評価基準に基づいて審査を行います。各評価基準についてPRしたい事項を記入してください。
	主な評価基準
	PRしたい事項

	（１）建築物の木造化・木質化を実現するための工夫
ための工夫
	①他の建築物への普及が見込まれる木質構造や材料を採用しているか。
	

	
	②木材の劣化対策やメンテナンスを容易にする措置が取られているか。
	

	（２）デザインや快適な空間づくりのための工夫
	①他の建築物への普及が見込まれる木質デザインを採用しているか。
	

	
	②地域の景観や特性を踏まえたデザインを採用しているか。
	

	（３）県産材又は県産木材を
有効に活用するための工夫
	木材供給者との連携体制を構築する等、県産材又は県産木材を活用するための措置が取られているか。
	

	（４）地域産業の振興に貢献するための工夫
	地域の木材供給者、施工業者と連携する等、地域産業の振興に貢献するための措置がとられているか。
	

	その他のアピール事項
	





５．応募様式の記載に係る注意事項等ついて
（注１）施設の用途は、次の①～⑪のいずれかを記載してください。
	1 学校施設、②研修、多目的交流等施設、③保育園等施設、④展示・資料館等施設、
⑤保健・保養、ケア・病院等施設、⑥体育館・音楽堂等施設、⑦交通関係施設、⑧宿泊施設、⑨庁舎・事務所等施設、⑩商業施設、⑪その他



（注２）建築工事費は、応募作品の躯体工事費、仕上工事費、土工・地業工事費及びこれらに係る仮設工事費の合計を記入してください（※電気設備工事費や機械設備工事費は含めないでください）。なお、当項目は審査以外での公表等は行いません。

（注３）県産材とは、広島県内で伐採された丸太を製材加工した木材をいい、製材加工地は問いません。
　　県産木材とは、県内で製材加工された木材をいい、丸太の産地は問いません。
　　なお、集成材、合板及びLVLについては、広島県内産の丸太を60%以上利用した木材を広島県産材とします。
　　例：中国木材株式会社本社工場（呉市）で製材されたベイマツ材は、県産木材
　　　　広島県内の森林で伐採された丸太を、他県で製材加工した木材は、県産材
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